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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　販売時点情報管理端末のための方法であって、
　プラスチックカードに組み込まれたＲＦＩＤチップに記憶された第１のＰＩＮコードを
読み取る段階と、
　前記プラスチックカードでタップされたタッチ感知式ディスプレイスクリーン上の第１
のキーパッド文字を特定する段階と、
　プラスチックカードに組み込まれたＲＦＩＤチップに記憶された第２のＰＩＮコードを
読み取る段階と、
　前記プラスチックカードでタップされたタッチ感知式ディスプレイスクリーン上の第２
のキーパッド文字を特定する段階と、
　前記第２のＰＩＮコードが前記第１のＰＩＮコードに一致するか否かを判定する段階と
、
　前記判定する段階が肯定的である場合、前記第２のキーパッド文字を前記第１のキーパ
ッド文字に付加して２つの文字入力コードを発生させ、さもなければ第２のキーパッド文
字だけを用いて新しい１つの文字入力コードを引き起こす段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　次のＰＩＮコードを読み取る前記段階と、次のキーパッド文字を特定する前記段階と、
前記次のＰＩＮコードが前のＰＩＮコードに一致する否かを判定する前記段階と、肯定の
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場合に前記次のキーパッド文字を現在の入力コードに付加して長い入力コードを発生させ
る段階を、前記入力コードは所定の文字の数を含むまで繰り返す段階と、
　前記所定の数の文字を有する前記入力コードが、前記ＲＦＩＤチップに記憶された前記
ＰＩＮコードに一致するか否かを判定する段階と、
　前記判定する段階が肯定的である場合、取引を完了し、さもなければ取引を拒否する段
階と、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記取引を完了する段階は、銀行自動預け払い機から現金を支払う段階を含む、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記取引を完了する段階は、販売を実行する段階を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　対応するＰＩＮコードが読まれない場合には、識別されたキーパッド文字は無視される
ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１２年１月１０日出願の発明者Ｇｕｎｎａｒ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｆｒoｊ
ｄｈの米国仮出願番号６１／５８４，９１４「ＣＯＭＢＩＮＥＤ　ＲＡＤＩＯ－ＦＲＥＱ
ＵＥＮＣＹ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＴＯＵＣＨ　ＩＮＰＵＴ　ＦＯＲ
　Ａ　ＴＯＵＣＨ　ＳＣＲＥＥＮ」の優先権を主張する。
【０００２】
　本出願は、以下の６つの米国出願の開示内容を引用により組み込む。
－現在米国特許第８，３３９，３７９号である、２００９年２月１５日出願の発明者Ｍａ
ｇｎｕｓ　Ｇｏｅｒｔｚ、Ｔｈｏｍａｓ　Ｅｒｉｋｓｓｏｎ、及びＪｏｓｅｐｈ　Ｓｈａ
ｉｎの米国出願番号１２／３７１，６０９「ＬＩＧＨＴ－ＢＡＳＥＤ　ＴＯＵＣＨ　ＳＣ
ＲＥＥＮ」
－２００９年６月１７に出願の発明者Ｍａｇｎｕｓ　Ｇｏｅｒｔｚ及びＪｏｓｅｐｈ　Ｓ
ｈａｉｎの米国出願番号１２／４８６，０３３「ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＦＯＲ
　ＭＯＢＩＬＥ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ　ＵＮＩＴ」
－２０１０年１月５日出願の発明者Ｍａｇｎｕｓ　Ｇｏｅｒｔｚの米国出願番号１２／６
６７，６９２「ＳＣＡＮＮＩＮＧ　ＯＦ　Ａ　ＴＯＵＣＨ　ＳＣＲＥＥＮ」
－２０１０年４月１５日出願の発明者Ｍａｇｎｕｓ　Ｇｏｅｒｔｚ、Ｔｈｏｍａｓ　Ｅｒ
ｉｋｓｓｏｎ、及びＪｏｓｅｐｈ　Ｓｈａｉｎの米国出願番号１２／７６０，５６７「Ｏ
ＰＴＩＣＡＬ　ＴＯＵＣＨ　ＳＣＲＥＥＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＵＳＩＮＧ　ＲＥＦＬＥＣ
ＴＥＤ　ＬＩＧＨＴ」
－２０１０年４月１５日出願の発明者Ｍａｇｎｕｓ　Ｇｏｅｒｔｚ、Ｔｈｏｍａｓ　Ｅｒ
ｉｋｓｓｏｎ、及びＪｏｓｅｐｈ　Ｓｈａｉｎの米国出願番号１２／７６０，５６８「Ｏ
ＰＴＩＣＡＬ　ＴＯＵＣＨ　ＳＣＲＥＥＮ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＵＳＩＮＧ　ＷＩＤＥ　Ｌ
ＩＧＨＴ　ＢＥＡＭＳ」
－２０１２年３月２０日出願の発明者Ｔｈｏｍａｓ　Ｅｒｉｋｓｓｏｎ、Ｐｅｒ　Ｌｅｉ
ｎｅ、Ｊｏｃｈｅｎ　Ｌａｖｅｎｏ　Ｍａｎｇｅｌｓｄｏｒｆｆ、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｐｅｔ
ｔｅｒｓｓｏｎ、及びＡｎｄｅｒｓ　Ｊａｎｓｓｏｎの米国出願番号１３／４２４，５９
２「ＬＩＧＨＴ－ＢＡＳＥＤ　ＦＩＮＧＥＲ　ＧＥＳＴＵＲＥ　ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦ
ＡＣＥ」
【０００３】
（技術分野）
　本発明は、ユーザ入力装置に関する。
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【背景技術】
【０００４】
　現在、多くの家電装置は、指又はスタイラスタッチ式ユーザ入力装置とともに使用する
タッチセンサ式スクリーンを備えている。入力装置は、複数の変量を含む場合が多い。例
えば、手書き入力は、色、線幅、及び他の特徴で変わる。タッチスクリーン環境において
、この変量の各々は、一般に、メニュー内を移動することで、又はスクリーン上で色又は
線幅のパレットから選択することで設定される。この変量選択を直接、ユーザがメニュー
又はパレットによって単独で指示することを必要とすることなく、入力スタイラスによっ
て伝えること、特に、ユーザが幼児である場合、直感的なユーザ入力体験を与えることは
好都合であろう。
【０００５】
　ユーザ識別が重要である用途において、ユーザ検証の複数層を提供することは好都合で
ある。例えば、ＡＴＭマシンのユーザは、取引を実行するために自分のカード上の数値デ
ータをＰＩＮコードと一致させる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の態様では、タッチスクリーン用入力スタイラスを提供し、スタイラスは、入力
属性を記憶する受動型無線識別（ＲＦＩＤ）タグを含む。ユーザがタッチスクリーン上で
タッチ情報を入力する際に、記憶された入力属性がタッチ入力と組み合わされる。従って
、タッチスクリーンは、スタイラスがタッチスクリーンにタッチした際にタッチスクリー
ンからタッチ情報を受信するプロセッサに接続される。また、このプロセッサは、スタイ
ラスがタッチスクリーンにタッチした際にＲＦＩＤタグ入力属性を読み取るＲＦＩＤ読み
取り装置に接続される。プロセッサは、入力属性とタッチ情報を関連付ける。
【０００７】
　従って、本発明の実施形態では、グラフィックスタブレットシステムが提供され、本シ
ステムは、ハウジングと、タッチ入力を受け取り、受け取ったタッチ入力に関連するグラ
フィックスを表示するための、ハウジング内のタッチスクリーンと、各々が１つ又はそれ
以上のグラフィックス属性を記憶するＲＦＩＤチップと、１つ又はそれ以上のグラフィッ
クス属性の可視表示器とを有する、タッチ入力を行うための複数のスタイラスと、タッチ
スクリーンにタッチするスタイラスから、記憶された１つ又はそれ以上のグラフィックス
属性を読み取る、ハウジング内のＲＦＩＤ読み取り装置と、タッチスクリーン及びＲＦＩ
Ｄ読み取り装置に接続され、タッチスクリーン上の前記スタイラスの動きと、スタイラス
からＲＦＩＤ読み取り装置によって読み取った１つ又はそれ以上のグラフィックス属性と
に応じて、タッチスクリーン上に描画をレンダリングするための、ハウジング内のプロセ
ッサとを備え、複数のＲＦＩＤチップは、異なる１つ又はそれ以上のグラフィックス属性
を記憶するようになっている。
【０００８】
　さらに、本発明の実施形態によるグラフィックスタブレットのための方法が提供され、
本方法は、ＲＦＩＤチップを有するスタイラスがタッチスクリーンをタッチすることを検
出する段階と、検出する段階に応答して、スタイラスに含まれるＲＦＩＤチップから１つ
又はそれ以上のグラフィックス属性を読み取る段階と、タッチスクリーン上のスタイラス
の動き及びＲＦＩＤチップから読み取った１つ又はそれ以上のグラフィックス属性に応答
して、描画をレンダリングする段階とを含む。
【０００９】
　本発明の別の態様は、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）又は販売端末のタッチスクリーン
上に個人識別番号（ＰＩＮ）を入力した後にＡＴＭ処理又は販売を実行するためのクレジ
ットカード又はデビットカードを提供する。タッチスクリーンは、カードがスクリーンに
タッチした場合にタッチスクリーンからのタッチ情報を受信するプロセッサに接続される
。カードは、ユーザ識別情報を記憶する受動型無線識別（ＲＦＩＤ）タグを備えることを



(4) JP 5805889 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

特徴とし、プロセッサは、ガードがスクリーンにタッチする場合にＲＦＩＤタグのユーザ
識別情報を読み取るＲＦＩＤ読み取り装置に接続する。これにより、プロセッサは、（ａ
）記憶されたユーザ識別情報が入力されたＰＩＮと一致すること、（ｂ）ユーザが自身の
ＰＩＮを入力する際にタッチする度に同一の記憶されたユーザ識別情報を受信することを
チェックすることができる。
【００１０】
　さらに本発明の実施形態による販売時点情報管理（ＰＯＳ）システムが提供され、本シ
ステムは、ハウジングと、スクリーン上のキーパッド文字列を、ＰＩＮコードを記憶する
組み込みＲＦＩＤチップを有するプラスチックカードでタップすることでＰＩＮコードを
入力するために使用される、ハウジング内のタッチスクリーンと、スクリーンをタップす
るプラスチックカードから記憶されたＰＩＮコードを読み取るように構成された、ハウジ
ング内のＲＦＩＤ読み取り装置と、タッチスクリーン及びＲＦＩＤ読み取り装置に接続さ
れ、入力されたＰＩＮコードが記憶されたＰＩＮコードと一致するか否かを判定するよう
に構成された、ハウジング内のプロセッサとを備える
【００１１】
　さらに、本発明の実施形態による販売時点情報管理端末のための方法が提供され、本方
法は、プラスチックカードに組み込まれたＲＦＩＤチップに記憶された第１のＰＩＮコー
ドを読み取る段階と、プラスチックカードでタップされたタッチ感知式ディスプレイスク
リーン上の第１のキーパッド文字を特定する段階と、プラスチックカードに組み込まれた
ＲＦＩＤチップに記憶された第２のＰＩＮコードを読み取る段階と、プラスチックカード
でタップされたタッチ感知式ディスプレイスクリーン上の第２のキーパッド文字を特定す
る段階と、第２のＰＩＮコードが第１のＰＩＮコードに一致するか否かを判定する段階と
、判定段階が肯定的である場合、第２のキーパッド文字を第１のキーパッド文字に付加し
て２つの文字入力コードを発生させ、さもなければ第２のキーパッド文字だけを用いて新
しい１つの文字入力コードを引き起こす段階とを含む。
【００１２】
　本発明は、添付図面と合わせて以下の詳細な説明から十分に理解できるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態による、タッチスクリーンと相互通信する入力スタイラスの簡
略化した図である。
【図２】本発明の実施形態による、タッチスクリーンと相互通信する入力スタイラスの簡
略化した図である。
【図３】本発明の実施形態による、タッチスクリーンと相互通信する入力スタイラスの簡
略化した図である。
【図４】本発明の実施形態による、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）キーパッド及び個人識
別番号（ＰＩＮ）を入力するためのクレジットカードの簡略化された図である。
【図５】本発明の実施形態による、ＡＴＭ上のユーザ検証のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の態様は、タッチスクリーン上のタッチ入力と、タッチ入力を実行する物体に組
み込まれた受動型ＲＦＩＤチップからの無線識別（ＲＦＩＤ）入力との２つの入力を組み
合わせることに関する。描画用途及び銀行取引用途の２つのセットの用途が記載されてい
る。本明細書は、光学式タッチスクリーンを開示するが、本発明の範囲は、特に、静電容
量式、抵抗式、及び投影型静電容量式の全てのタッチ技術を含み、さらに下層のディスプ
レイ画面を備えるか又は備えていないタッチ面を含む。
【００１５】
　図１から３を参照すると、本発明の実施形態によるタッチスクリーンと相互通信する入
力スタイラスの簡略化された図が示されている。図１は、ハウジング８２７に覆われてお
り、タッチスクリーン８００、計算ユニット７７０、及びＲＦＩＤ読み取り装置７８１を
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特徴とする電子装置８２６を示す。装置の１つの実施例は、子供用の描画パッド（ｄｒａ
ｗｉｎｇ　ｐａｄ）である。この場合、子供にはマジックマーカー又はクレヨンの形状の
様々なスタイラス９３１が与えられる。与えられた各スタイラス９３１は、スクリーン８
００上で使用する場合に固有の色を描画する。各スタイラス９３１に関連する色は、該ス
タイラスに取り付けられた受動型ＲＦＩＤタグ７８０に提示される。受動型ＲＦＩＤタグ
７８０は、審美的理由からスタイラス９３１の本体に組み込みことができ、スタイラスか
ら離れ落ちることが防止される。子供がスタイラス９３１を使ってスクリーン８００上に
描画する場合、そのストロークは、タッチスクリーン８００から計算ユニット７７０に伝
達される。計算ユニット７７０は、タッチが行われたという情報を受信すると、ＲＦＩＤ
読み取り装置７８１を作動させてＲＦＩＤタグ７８０を読み取る。ＲＦＩＤ読み取り装置
７８１は、読み取り情報を計算ユニット７７０に送る。計算ユニット７７０は、ストロー
ク情報をＲＦＩＤ情報と組み合わせて、ＲＦＩＤタグ７８０から読み取った属性を有する
線をスクリーン８００上にレンダリングする。従って、例えば、スタイラス９３１は赤線
９３２を描画するように示されている。赤色は破線パターンで示される。
【００１６】
　図２は、図１のスタイラス９３１よりも幅広の頭部を有する第２のスタイラス９３１を
使用した電子装置８２６を示す。従って、図２の描画線９３２は、図１の線よりも幅広で
ある。図２の描画線９３２は一点鎖線パターンで示された緑色である。ＲＦＩＤタグは、
例えば、実線、破線、又はドットパターンといった、描画線の追加の属性を含むことがで
きる。
【００１７】
　いくつかの構成において、タグ７８０は、線の色と一緒に線幅９３２を提示する。もし
くは、線幅は、検出したタッチ領域によって決定される。米国特許出願番号１３／４２４
，５９２「ＬＩＧＨＴ－ＢＡＳＥＤ　ＦＩＮＧＥＲ　ＧＥＳＴＵＲＥ　ＵＳＥＲ　ＩＮＴ
ＥＲＦＡＣＥ」に記載された高解像度のタッチセンサは、タッチ時のカバー領域のサイズ
を判定することができる。線幅はこの領域に対応する。種々の検出タッチ領域が図１及び
２のグラフに示されている。グラフは、１つのスクリーン縁に沿った検出信号を示す。ス
タイラス９３１の先端が細い図１のカバー領域の範囲は、スタイラス９３１の先端が太い
図２のものよりも短く、この点は、検出信号ピークの長さに反映される。
【００１８】
　図３は、別の構成を示す。ここでは、ＲＦＩＤタグ７８０は、家のイメージに関する情
報を含む。ユーザがスクリーン８００にタッチすると、タッチ位置に家が現れる。家のイ
メージ９３３はスタイラス９３１上に提示されており、スタイラスを使用した場合の結果
として得られるスクリーングラフィックス９３４を示すようになっている。別のスタイラ
スには別のイメージが提示される。
【００１９】
　以下に銀行取引用途に関して説明する。図４を参照すると、本発明の実施形態による、
現金自動預け払い機（ＡＴＭ）キーパッド及びそこに個人識別番号（ＰＩＮ）を入力する
ためのクレジットカードの簡略化された図が示されている。図４は、発光体２００及び光
受信器３００の各列で取り囲まれたＡＴＭ用の光学式タッチスクリーン８００を示す。Ｐ
ＩＮを入力するためのキーパッドが示されている。組み込まれたＲＦＩＤタグ７８０を有
するクレジットカード９０４を用いて、ポインタとして、ユーザはＰＩＮをスクリーン８
００上で入力する。クレジットカード９０４がスクリーン８００にタッチする度に、タッ
チ検出信号が計算ユニット７７０に送られる、これはＲＦＩＤ読み取り装置７８１を作動
させてＲＦＩＤタグ７８０を読み取る。ＲＦＩＤ読み取り装置７８１は読み取った情報を
計算ユニット７７０に送る。計算ユニット７７０は、入力されたＰＩＮコードとＲＦＩＤ
情報を組み合わせてユーザを認証する。この方法は図５を参照して以下に説明する。
【００２０】
　図５に示す方法はステップ１００２で始まり、タッチ検出器をポーリングして、例えば
、発光体２００を作動させて、それぞれの発光体３００で期待される光を検出する。期待
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された光量値は、受信器３００から計算ユニット７７０に送られ、ステップ１００４でタ
ッチが起こったか否かを判定する。期待される光が無い場合、タッチが行われたと見なす
。タッチが行われると、計算ユニット７７０は、ステップ１００６でＲＦＩＤ読み取り装
置７８１を作動させてＲＦＩＤ情報を読み取る。ステップ１００８において、ＲＦＩＤ情
報を読み取らなかった場合、ユニット７７０はタッチ入力を無視する。ＲＦＩＤ情報を読
み取った場合、ステップ１０１０において、ユニット７７０はこの入力を以前に記憶した
ＲＦＩＤデータと比較する。ユーザは、同じ物体を使用してＰＩＮの各数字を入力する必
要がある。従って、ＲＦＩＤデータはタッチの度に同じことが必要である。データが異な
る場合、これは新しいユーザであると仮定する。従って、ステップ１０２０において、以
前のＲＦＩＤ情報は上書きされ、以前に入力したＰＩＮ数字は破棄される。データが一致
する場合、ステップ１０１２において、入力したＰＩＮ数字が以前に入力したＰＩＮ数字
の数列に付加される。この動作シーケンスは、ステップ１０１４において、期待されるＰ
ＩＮ数字の数が入力されるまで続く。ステップ１０１６において、計算ユニット７７０は
、ユーザが入力したＰＩＮをＲＦＩＤタグ７８０から読み取ったユーザ情報と比較する。
データが単一のユーザに一致する場合、ステップ１０２４において、計算ユニットは、現
金支払いといった取引を実行する。データが単一のユーザに一致しない場合、ステップ１
０２２において、計算ユニット７７０は処理を中止する。同一の方法は、購入の実行前に
クレジットカード所有者を照合するために適用することができる。この場合、タッチスク
リーンは販売コンソールに組み込まれる。
【符号の説明】
【００２１】
７７０　計算ユニット
７８０　受動型ＲＦＩＤタグ
７８１　ＲＦＩＤ読み取り装置
８００　タッチスクリーン
８２６　電子装置
８２７　ハウジング
９３１　スタイラス
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